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（
質
問
の 

六
） 

答

弁

第

六

号 

   

衆
議
院
議
員
小
澤
貞
孝
君
提
出
養
鶏
振
興
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
六
一
第
六
号 

昭
和
四
十
四
年
五
月
二
日 

衆

議

院

議

長 
石 
井 

光 

次 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 

作 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
小
澤
貞
孝
君
提
出
養
鶏
振
興
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

(一 ) 

鶏
卵
輸
入
抑
制
に
つ
い
て 

(イ ) 

液
卵
の
輸
入
は
既
に
自
由
化
さ
れ
て
お
り
、
国
際
貿
易
の
大
勢
上
割
当
制
度
に
戻
す
こ
と
は
困
難
と
考
え

る
。
ま
た
、
数
量
も
国
内
需
要
量
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
で
、
全
体
と
し
て
は
影
響
は
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
卵
価
低
迷
時
に
は
価
格
回
復
を
遅
ら
せ
る
要
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
輸
入
商
社
に
対

し
節
度
あ
る
輸
入
を
行
な
う
よ
う
指
導
を
行
な
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

(ロ ) 

国
交
未
回
復
国
で
あ
る
中
国
か
ら
の
鶏
卵
輸
入
に
つ
い
て
は
、
僅
少
な
数
量
な
の
で
影
響
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。 

(ハ ) 

今
年
度
設
置
を
図
る
鶏
卵
出
荷
合
理
化
施
設
は
モ
デ
ル
施
設
と
し
て
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
果

を
見
極
め
つ
つ
普
及
を
図
つ
て
ま
い
り
た
い
。 



(三 ) 

制
度
資
金
貸
付
け
限
度
額
の
引
上
げ
と
担
保
条
件
の
緩
和
に
つ
い
て 

(二 ) 
鶏
卵
出
荷
合
理
化
施
設
の
普
及
に
つ
い
て 

(ハ ) 

こ
の
施
設
が
共
同
利
用
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
制
度
金
融
と
し
て
の
農
業
近
代
化
資

金
の
対
象
と
な
る
。 

(ロ ) 

こ
の
施
設
は
モ
デ
ル
施
設
で
あ
る
か
ら
補
助
率
も
三
分
の
一
（
通
常
は
五
分
の
一
）
に
引
上
げ
て
お
り
、
ま

た
、
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
も
そ
の
設
置
を
円
滑
な
ら
し
め
る
よ
う
補
助
を
行
な
う
と
こ
ろ
を

優
先
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。 

(イ ) 

本
年
度
設
置
を
図
る
鶏
卵
出
荷
合
理
化
施
設
は
、
モ
デ
ル
施
設
と
し
て
鶏
卵
流
通
の
画
期
的
合
理
化
を
図

る
拠
点
と
し
て
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
地
方
養
鶏
地
帯
に
対
す
る
普
及
は
、
こ
の
施
設
の
設
置
の
成
果

を
見
極
め
つ
つ
行
な
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

生
産
性
の
高
い
養
鶏
経
営
の
育
成
を
図
る
た
め
、
農
林
漁
業
金
融
公
庫
の
総
合
施
設
資
金
お
よ
び
豚
鶏
資
金 

四 

 



(四 ) 

公
害
防
止
対
策
に
つ
い
て 

今
後
、
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
経
営
規
模
の
拡
大
を
推
進
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
大
規
模

な
経
営
の
育
成
が
望
ま
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
現
在
の
飼
養
農
家
の
経
営
規
模
の
実
態
等
も
考
慮
す

る
と
、
当
面
家
族
労
働
力
を
主
体
と
す
る
経
営
の
育
成
を
重
点
的
に
推
進
す
る
施
策
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し 

く
、
現
行
の
制
度
資
金
の
貸
付
限
度
内
で
、
こ
れ
ら
の
育
成
は
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

の
融
通
の
ほ
か
、
農
業
近
代
化
資
金
の
融
通
を
行
な
い
、
個
々
の
農
業
経
営
の
実
態
に
応
じ
た
経
営
規
模
の
拡

大
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
担
保
の
徴
求
に
つ
い
て
は
、
極
力
そ
の
適
正
化
、
弾
力
化
を
図
り
、
農
業
者
に
対
す
る
融
資
の
円
滑

化
を
阻
害
し
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
農
業
近
代
化
資
金
の
融
資
に
と
も
な
う
担
保
保

証
の
徴
求
に
つ
い
て
は
、
四
十
一
年
度
に
お
け
る
保
証
制
度
の
改
正
の
際
、
そ
の
趣
旨
に
も
と
づ
き
担
保
の
徴

求
の
緩
和
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

 



(五 ) 

税
金
の
適
正
化
に
つ
い
て 

(ロ ) 

鶏
ふ
ん
乾
燥
機
の
脱
臭
施
設
に
対
す
る
融
資
措
置
と
し
て
は
、
現
在
、
農
業
近
代
化
資
金
お
よ
び
農
林
漁

業
金
融
公
庫
豚
鶏
資
金
等
に
よ
り
融
資
を
行
な
つ
て
い
る
。 

(イ ) 
鶏
ふ
ん
乾
燥
機
の
脱
臭
装
置
に
つ
い
て
は
、
農
業
機
械
化
研
究
所
を
は
じ
め
県
の
試
験
研
究
機
関
あ
る
い

は
各
企
業
に
お
い
て
も
開
発
が
進
め
ら
れ
、
現
在
、
水
洗
方
式
、
再
燃
焼
方
式
、
土
壌
利
用
方
式
あ
る
い
は

化
学
処
理
方
式
等
に
よ
る
装
置
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
だ
問
題
が
あ
る
も

の
の
年
々
改
良
が
進
ん
で
お
り
、
農
林
省
と
し
て
も
問
題
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
積
極
的
に
推
進
す
る
方
向

で
検
討
い
た
し
た
い
。 

鶏
ふ
ん
の
悪
臭
問
題
を
含
め
畜
産
公
害
の
問
題
は
、
今
後
の
畜
産
振
興
上
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
養
豚
お
よ
び
酪
農
等
の
問
題
も
含
め
て
処
理
利
用
技
術
の
開
発
な
ら
び
に
経
営
体
の
移
転
等
に
つ
い
て
総

合
的
に
早
急
に
検
討
の
上
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
い
。 

六 

 



(イ )
1 

養
鶏
の
所
得
標
準
は
、
地
域
に
よ
り
卵
価
、
産
卵
量
等
に
差
が
あ
つ
て
そ
の
内
容
は
一
律
で
な
く
、

各
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
て
い
る
。 

2 

養
鶏
の
所
得
標
準
は
、
多
数
飼
育
を
行
な
う
も
の
に
適
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
副
業
程
度
の
飼
育
規 

概
し
て
四
十
三
年
分
の
所
得
標
準
は
、
四
十
二
年
分
に
比
し
て
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
卵
価
及
び

産
卵
率
が
上
昇
し
た
反
面
、
必
要
経
費
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
占
め
て
い
る
飼
料
代
が
下
落
し
た
結

果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

（
注
）
農
林
省
の
統
計
資
料
に
よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(4) 

そ
の
他
の
経
費
の
対
前
年
比 

 
 

一
〇
六
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
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推
計
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飼
料
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配
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前
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七
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卵
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一
〇
四
、
七
パ
ー
セ
ン
ト 

(1) 

産
卵
率
の
対
前
年
比 

 
 

 
 

 

一
〇
〇
、
九
パ
ー
セ
ン
ト 

七 

 



3 

養
鶏
の
所
得
標
準
は
、
必
ず
し
も
各
国
税
局
一
本
で
な
く
、
同
一
国
税
局
に
お
い
て
も
地
域
別
に
細
分

さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。 

模
の
場
合
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
、
採
卵
お
よ
び
廃
鶏
処
分
に
よ
る
収
入
を
収
入
金
額
と

し
、
飼
料
代
、
衛
生
費
、
器
具
費
、
鶏
舎
等
の
減
価
償
却
費
、
廃
鶏
分
の
取
得
費
（
育
成
費
を
含
む
。
）
お

よ
び
そ
の
他
の
経
費
を
必
要
経
費
と
し
て
成
鶏
の
単
位
当
た
り
の
所
得
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

四
十
年 

 
 

 
 

六
〇
円 

 
 

一
六
〇
円 

四
十
一
年 

 
 

二
四
〇
円 

 
 

三
〇
〇
円 

四
十
二
年 

 
 

一
七
〇
円 

 
 

二
五
〇
円 

四
十
三
年 
 

 

二
〇
〇
円 

 
 

三
三
〇
円 

全
国
を
通
じ
て
各
地
の
所
得
標
準
（
一
羽
当
た
り
）
の
最
低
、
最
高
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

最 

低 
 

 
 

最 

高 

八 

 



(ハ ) 

国
産
品
種
の
研
究
開
発
の
た
め
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
税
制
上
次
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。 

(ロ ) 

成
鶏
の
減
価
償
却
の
計
算
の
基
礎
と
す
る
期
間
は
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
通
常
の
採
卵
使
用
期
間
に
よ
る

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
期
間
が
明
確
で
な
い
と
き
は
専
業
養
鶏
業
者
の
採
卵
期
間
を
勘
案
し
て
一
応
の

メ
ド
を
十
八
か
月
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

(c) 

開
発
研
究
用
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
特
別
の
耐
用
年
数
表
を
適
用
し
て
い
る
（
減
価
償
却
資
産
の
耐 

(b) 

試
験
研
究
費
の
額
が
増
加
し
た
場
合
に
つ
い
て
税
額
控
除
を
認
め
て
い
る
（
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条

の
二
、
第
四
十
二
条
の
六
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
条
の
四
、
第
二
十
七
条
の
七
）
。 

(a) 

開
発
研
究
の
た
め
に
特
別
に
支
出
し
た
額
に
つ
い
て
、
繰
延
資
産
と
し
て
任
意
償
却
を
認
め
て
い
る

（
所
得
税
法
第
五
十
条
、
所
得
税
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
法
人
税
法
第
三
十
二
条
、

法
人
税
法
施
行
令
第
六
十
四
条
）
。 

三
十
九
年 

 
 

 

七
〇
円 

 
 

三
〇
〇
円 

九 

 



 

一
〇 

用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
、
別
表
第
九
）
。 

な
お
、
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
二
条
及
び
第
四
十
四
条
（

開
発
研
究
機
械
等
の
特
別
償
却
）
は
、

(b)
の

試
験
研
究
費
の
額
が
増
加
し
た
場
合
の
税
額
控
除
制
度
の
創
設
に
際
し
、
そ
の
見
合
い
で
廃
止
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
の
で
こ
れ
を
復
活
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。 

(ニ ) 

固
定
資
産
税
に
お
け
る
田
ま
た
は
畑
の
意
義
は
、
不
動
産
登
記
事
務
取
扱
手
続
準
則
（
昭
和
三
十
八
年
四

月
十
五
日
付
け
民
事
甲
第
九
百
三
十
一
号
民
事
局
長
通
達
）
に
お
け
る
取
扱
い
と
同
様
、
農
耕
地
で
用
水
を

利
用
し
て
耕
作
す
る
土
地
ま
た
は
農
耕
地
で
用
水
を
利
用
し
な
い
で
耕
作
す
る
土
地
を
い
う
も
の
で
あ
り
、

鶏
舎
用
地
は
農
地
（
田
ま
た
は
畑
）
で
は
な
い
。 

鶏
舎
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の
地
目
は
、
宅
地
も
し
く
は
雑
種
地
で
あ
る
が
、
固
定
資
産
税
の
評
価
に
つ

い
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
地
目
で
あ
つ
て
も
当
該
土
地
の
評
価
が
変
る
も
の
で
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




